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枚方市立山田小学校 

学校危機管理マニュアル（不審者対応時） 

 
 １．基本方針 

(1)児童の身体・生命の安全を第一とし、学校内外における安全管理の万全を期す。 

(2)緊急時の対応手順、情報伝達、役割分担等具体的に機能する組織を整える。 

(3)関係諸機関との連携を図り、情報の共有に努め、緊急時の支援協力体制を整える。 

 

 ２．日常の安全対策 
  来校者への対応 

     (1)出入口は正門に限る（給食関係者、教材納入業者等、車での来校者は通用門を使用する。） 

     通用門はナンバー錠により施錠する。 

     (2)来校者に対する声かけ 

      ・「こんにちは。（ご用件は？） 誰にご用ですか。」 

      ・工事等の場合は、事前に周知する 

                   ＊児童への面会は特に注意する。（保護者・家の人と確認できる以外は、玄関または職員室に留置き、

タンニンニ         担任に連絡する。） 

    ＊不審な場合は、教頭（校長）に連絡する。 

  

３．登下校時の安全対策 

    (1)決められた通学路を登下校する。 

    (2)決められた時間に登校する（８時１０分～２０分） 

    (3)終わりの会の後すぐに下校させる。 

     補充学習等で日頃の下校時間と異なる場合は保護者に知らせる。 

    (4)通学路の危険箇所の把握 

      ・参観、懇談や地域の会合で情報を収集する。 

      ・地区児童会等で児童から情報を収集する。 

      ・安全マップを作成し、情報収集をする。 

 

４．不審者侵入時の安全対策 
（１）避難と待避の原則 

      ①侵入者があった場合で、緊急避難の必要があるかどうかわからない場合は、原則として状況が判明 

するまで児童を教室で待機させ、授業者が保護する。その後、職員室からの指示で避難する。 

    

② 職員が児童の近くにおり、児童に指示できる場合は以下のようにする｡ 

   ア．児童を教室等に待機させる場合 

    ・部屋の窓、扉を閉め、施錠する。児童の人数を確認する。 

    ・室内では、児童を出入口からできるだけ遠ざける。 

    ・職員は、椅子等の防御できるものを持ち、侵入に備える。 

    ・職員室からの指示に従い避難する。 

   イ．児童を緊急避難させる場合（近くに侵入者がおり、児童の安全を確保する必要のある場合） 

    ・侵入者から遠い位置にある階段、出入口を使い避難する。 

    ・避難場所は、運動場・状況によって変更はあり得る。 

    ・侵入者が接近して危険な場合は、物を投げたり、防御できる物を持ち、児童の避難時間を稼ぐ｡ 

 

③ 休憩時間等職員が児童の近くにいない場合の対応について、日頃から児童に指示しておく。 

・刃物等の凶器を持っている人を見かけたら、その人からすぐに離れ、職員室へ知らせる。 

・緊急放送があった場合は、静かに聞き、放送に従って行動する。 
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（２）不審者侵入時の対応（可能な限り複数で対応する） 

① 児童・職員に危害が及ぶ危険性がある場合 

 

  ＜発見者・対応者＞ 

ア）侵入者を隔離できていない場合 

       ・校長室等の児童のいない部屋に隔離するよう努力する。 

           「お話を校長室でお聞きしますので、一緒においでください」 

       ・侵入者との距離を十分にとる。 

       ・危害が及ぶ危険性があることを全校職員に連絡する。 

       ＊放送「３組の先生、○○までおいでください」（○○は不審者の隔離場所） 

 

       ◎隔離できず、危害が及ぶ危険性が高い場合→② 

       

    イ）侵入者を隔離できている場合 

       ・侵入者を落ち着かせるよう言葉遣いに注意しながら対応する。 

       ・危害が及ぶ危険性のあることを全校職員に連絡する。 

       ＊放送「３組の先生、○○までおいでください」（○○は不審者の隔離場所） 

 

    

  ＜職員室＞ 

       ・校長：状況判断 → 避難等の指示 

       ・教頭は、１１０番通報、教育委員会へ連絡・支援要請、情報集約 

          ・教務主任：校長の判断により、緊急放送「落ち着いて、運動場に避 

           難して下さい。」 

 

  ＜授業担当者＞ 

       ・「３組の先生、○○までおいでください」の放送があったら、教室内．廊下の児童を掌握し、 

活動を停止する。 

       ・児童を点呼し、放送の指示を待つ。 

       ・隣接教職員と連携して、状況を把握する． 

       ・児童の人数が足りない場合、情報を収集する｡ 

       ・放送の指示により運動場（侵入者の位置によって異なる場合もある）に避難する。 

 

  ＜侵入者対応＞ 

       ・管理職、空き時間の職員は刺股等を所持して現場に急行する。警察が到着するまで時間をか 

せぐ｡ 

    

＜避難児童の掌握＞ 

       ・避難後、児童の点呼を行い、教務主任に報告する。教務主任は、管理職に報告。 

       ・職員は児童を取り囲むように位置する。 

       ・避難完了後、職員は、現場に向かう。 

  

 

＜救助・救護＞ 

       ・養護教諭：負傷者が出た場合に備えての準備 
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②児童・職員に直ちに危害が及ぶ危険性が高い場合 

 

   ＜発見者・対応者＞ 

・大声を出す、笛を吹くなどして、周囲に危険を知らせる。 

・近くに児童がいる場合は、すぐ逃げるよう指示する。 

・児童と侵入者の間に入り、侵入者を児童に近づけないようにし、児童の安全を図る。 

・侵入者を注視し、攻撃してきそうな場合は、距離をおきながら、机・椅子、ほうき、消火器

等の身近なもので防御し、時間をかせぐ。 

・かけつけた他の職員に 110番通報を依頼する。（校長判断） 

・侵入者が逃げたときは、大声を出しながら追いかけ、逃げる方向の児童に危険を知らせ 

る。 

・児童に危害が及ばないように努力するとともに自分の身を守る。 

・児童がとらわれている場合は、侵入者に対し、興奮させず冷静になるよう諭す。 

・危害が及ぶ危険性があることを全校職員に連絡する。 

＊放送「３組の先生、○○までおいでください」 (○○は不審者の隔離場所) 

＊その他の対応は①に同じ 

 

③児童・職員に危害が及んだ場合 

 

＜発見者・対応者＞ 

・大声を出す、笛を吹くなどして、周囲に危険を知らせる。 

・近くに児童がいる場合は、すぐ逃げるよう指示する。 

・児童と侵入者の間に入り、侵入者を児童に近づけないようにする。また、侵入者の注意をそ

らす工夫をし、児童を侵入者から遠ざけ、安全を図る。 

・侵入者を注視し、さらに攻撃してきそうな場合は、距離をおきながら、机、椅子、ほうき、

消火器等の身近なもので防御し、時間をかせぐ。 

・駆けつけた他の職員に 110番通報を依頼する。 

・侵入者が逃げたときは、大声を出しながら追いかけ、逃げる方向の児童に危険を知らせる。 

・児童に被害が拡大しないように時間をかせぐとともに、自分の身を守る。 

・児童が捉えられている場合は、侵入者に対し、興奮せず冷静になるよう諭す。 

・さらに危害が及ぶ危険性があることを全校職員に連絡する。 

＊放送「３組の先生、○○までおいでください」（○○は不審者の隔離場所） 

 

 

＜救助・救護＞ 

・侵入者に注意しつつ負傷した児童の状況確認、救出、応急手当を行う。 

＊その他の対応は①に同じ 

＊報道機関へは、管理職が枚方市教育委員会と連携して対応する。 
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５．校外で発生した事象への登下校の対応 

        校外で発生した事象に関して、児童の安全確保の必要がある場合、その危険度に応じて学校が PTA・ 

地域の協力を得ながら実施する。 

     

下記Ａ～Ｄの危険度の事象が起こった場合、校長の判断で教職員に周知・確認後、PTA会長、副会 

長および緊急時連絡担当役員に事象の内容・危険度を連絡し、緊急時体制をとるよう依頼する。ま 

た、必要に応じて地域コミュニティーにも協力を依頼する。 

   

(1) 危険度について（Ａが最も高い） 

 Ａ・・・学校周辺で危険な事象が生起し、犯人が校区内にいる可能性がある場合。 

         Ｂ・・・学校近隣で危険な事象が生起し、登下校の安全確保を図る必要がある場合。 

         Ｃ・・・枚方市内で危険な事象が生起し、保護者に周知徹底する必要がある場合。 

         Ｄ・・・緊急性はないが、保護者への周知・注意喚起が必要な場合。 

(2) 緊急対応 

危険度Ａの場合 

     ・ミルメールと電話を通じて全家庭に連絡し、保獲者が児童を学校に迎えに来るように依 

頼する。保護者が迎えに来るまで校内で待機させる。教職員は、校内の安全確保に努める。

また、ＰＴＡ・地域に立ち番、パトロールを依頼する。 

         ・下校後は、児童のみで外出しないよう指導を徹底する。 

          翌日の登校については､可能な限り保護者が集団登校に同行することにより安全を期す。 

        

     危険度Ｂの場合 

・ミルメールと電話を通じて全家庭に連絡するとともに、児童は教職員の引率で集団下校 

する。保護者には、可能な限り、集団登校の集合場所付近まで迎えに出るよう依頼する。下 

校後は、児童のみで外出しないよう指導を徹底する。ＰＴＡ・地域には自宅近くで登下校                                            

の様子を見守ってもらうよう依頼する。 

・翌日の登校については、保護者が集団登校集合場所まで送ることにより安全を期す。 

     

危険度Ｃの場合 

                 ・ＰＴＡ運営委員に連絡し、下校時間帯の地域巡回を依頼する。児童は通常どおりに下校す 

る。 

・学校から児童を通じてミルメール、お知らせプリントを配布し、保護者への周知と地域で 

 の見守りを依頼する。 

 

危険度Ｄの場合  

            ・学校から児童を通じてミルメール、お知らせプリントを配布し、保護者への周知と、地域

での見守りを依頼する。 
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（３）．不審者侵入時の対応 

 

 

あいさつ・声かけ 

言動の観察 

校長・教頭 

１１０番通報 

関係機関への連絡 

不審者として認識 

不審者発見 

職員室へ連絡 
危険周知 

３組の先生・・・ 

避難指示 

事務職員 

避難放送 

負傷者がいない 負傷者がいる 

隔離を試みる 

隔離できた 
隔離できない 

１１９番通報 

救急車避難 

負傷者救護 落ち着かせる 

説得する 

時間をかせぐ 

警察に引き渡し 

運動場に避難 
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● 一人歩き危険場所の理由 
                                      枚方市立山田小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 理   由 番号 理   由 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３

２４ 

２５ 

２６ 

 

２７ 

人通りが少なく駐車場がある 

人通りが少なく街灯がない公園と駐車場がある 

道幅が狭く、コンクリート壁により死角になる 

片側が田で人通りが少ない。街灯が少なく暗い 

駐車場になっていて人通りが少ない 

人通りが少ない 

細い道があり、人目につきにくい 

公園のわき道で暗く人目につきにくい 

人通りが少ない 

人通りが少ない 

人通りが少ない 

住宅が少ない 

隠れ場所になる 

隠れ場所になる 

駐車場で歯医者の裏になりこわい 

不審者を見かける 

不審者を見かける 

人通りが少ない 

暗くなるとこの通りはこわい 

駐車場と空き地がある 

死角になっている 

駐車場があり見通しが悪い 

駐車場があり人通りが少ない 

大きな駐車場があり、車の出入りが多い 

人通りが少ない 

死角になり危ない人がいても分からない 見通

しが悪い 

人通りが少ない 

２８ 

２９ 

３０ 

３１ 

３２ 

３３ 

３４ 

３５ 

３６ 

３７ 

３８ 

３９ 

 

４０ 

４１ 

４２ 

４３ 

４４ 

４５ 

４６ 

 

４７ 

４８ 

４９ 

５０ 

５１ 

 

見通しが悪い 

マンションと駐車場で死角となる 

道幅が狭いので、連れ込まれやすい 

神社の前は暗く、連れ込まれやすい 

人通りが少ない 家の塀が高いので死角になる 

人通りが少ない 

人通りが少ない 

人通りがほとんどない 駐車場が死角になる 

人通りが少ない 不審者がでた 

農協横の自動販売機が死角になる 

夜たまり場になっている 

人通りが少なく、民家の裏と駐車場にはさまれて 

人目につきにくい 

人通りが少なく 夕方になると道も暗い 

細くて人通りが少なく、夕方になると真っ暗になる  

人通りが少なく、死角になる 

人通りが少ない      

人通りが少ない 見通しが悪い 

脇に細い道があり、連れ込まれたら分からない 

死角になっている 脇道があるため連れ込まれれ

ば広い道からは見えない 

住宅の庭だが、木が茂り人目につきにくい 

不審者が出たところ 

神社への人の出入りがほとんどない 

細い道のため、死角になる 

人通りが少なく、死角になる 
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事 故 発 生 

養護教諭 
職員室にいる職員 

校長 
教頭等 担任 

現場へ救護 家庭へ連絡 
・救急車要請 （119） 

・校医先生へ連絡 

・市教委（児童生徒課）へ連絡 

050-7105-8043 

・枚方保健所へ連絡 

 072-845-3151 

 
施設管理（VIVA スポーツとの連携） 

・ プールサイド・プールの中の安全確認 

・ 排水口等とそのネジ･ボルトの点検 

・ プールろ過機の正常運転 

・ プール出入口の施錠、金網の点検 

・ プール内の土砂・落ち葉・虫などの除去 

・ 水質管理（残留塩素濃度測定・薬品投入） 

・ 水温・気温測定 

安全管理 

・ 児童の健康状態チェック、連絡帳の確認 

・ 前時の教職員との引継ぎ 

・ 前時のプール日誌の点検確認 

・ 充分な準備運動 

・ プール内（水中）での適切な指導と観察 

・ プールサイド(水上)からの監視 

・ ＡＥＤ使用法心配蘇生法等講習会の開催 
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学校危機管理マニュアル（児童の負傷事故時） 

                                    

 

１． 基本方針 

（１） 児童の身体・生命の安全を第一とし、学校内外における安全管理の万全を期す。 

（２） 緊急時の対応手順、情報伝達、役割分担等具体的に機能する組織を整える。 

（３） 関係諸機関との連携を図り、情報の共有に努め、緊急時の支援体制を整える。 

（４） 日常生活の中に潜む危険を予測し、適切な判断のもとに安全に行動できるような児童を育てる教育

を推進する。 

 

２． 対応 

 

 

 

 
 

３．今後の取組 

 ・事故原因の究明、背景分析とその対応 

 ・安全指導、再発防止の取組 

  ・全体計画  ・年間指導計画  ・教室・特別教室・準備室等の安全確認、整理整頓 

  ・備品・薬品等の安全管理（現有数量の把握・台帳との照合） 

  ・作業・実験等の手順、指導形態、指導内容、指導方法の見直し 

● 負傷者（事故）の確認 

いつ 

どこで（教室、運動場、体育館等） 

誰が （何年何組、名前） 

どうして（発生原因） 

どうなった（意識、外傷の状態等） 

● 救急車の手配：１１９番 

時刻・移送先・同乗者確認 

  ＊保健調査票利用 

● 保護者への連絡 

 

 

事故発生 

（負傷者） 

応急処置 

養護教諭・居合わせた教職員 

適切な応急処置 

 

関係機関 

教育委員会 

050-7105-8048

（児童生徒 

支援課） 

警察等 

072-845-1234 

● 対応協議（校長・教頭・首席・養護教諭・担任・生徒指導等） 

  病院への搬送（緊急時は、救急車） 

   保護者への連絡（状況説明・かかりつけ医・搬送先確認） 

  事故の状況確認（２次災害がないか確認） 

  周りの子どもへの配慮・指導（必要時） 

（動揺を鎮める、事実の聞き取り・確認） 

● 教職員の共通理解（事実関係の把握・原因の究明・指導の検討） 

役割分担 留意事項の確認 子どもへの指導・心のケア 

  保護者への事実の連絡・説明（加害や関係のある場合） 

●  連絡・調整（重大事故の場合） 

  ＰＴＡ会長  児童・保護者への説明 

医療機関 

●確認・連絡（居合わせた教職員・担任） 

けがの確認 保健室・職員室への連絡 

他の職員への連絡（放送 非常ベル） 

●負傷者への措置 

 応急処置 緊急時は 119 番通報 

 ＊担架（保健室）ＡＥＤ（職員室前） 

●周りの子どもへの指導 

 動揺を鎮める 避難誘導 事実確認 

校長・教頭 

首席 
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学校危機管理マニュアル（防災・地震等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 防災委員会の設置 

１ 学校の防災の充実を図るため、校長を委員長とする防災委員会を設置する。 

 

２ 委員は全教職員で編成する。 

 

３ 委員会の開催は定例会と臨時会とし、計画的に開催する。 

 

４ 防災委員会は警報等が発令された時は警戒本部となり、災害が発生した場合は対策本部となる。 

 

５ 防災委員会は次の事項について審議する。 

（１）  学校防災についての研究・調査に関すること 

（２）  学校防災マニュアルの立案に関すること 

（３）  校舎内外の施設，設備等安全管理に関すること 

（４）  避難訓練をはじめとする防災教育の充実に関すること 

（５）  教職員の研修等に関すること 

（６）  関係機関との連携に関すること 

（７） 学校施設が避難所となった場合の協力体制に関すること 

（８） その他、学校防災の推進・運営に関すること 

 

 防災委員会編成表 

委員名 職名 氏 名 平常時担当 災害時担当 

委員長 校長 福井信治 総務（庶務） 

・校内防災体制の見直し 

・保護者・地域等関係機関

との連携体制の構築 

災害対策本部長 

副委員長 教頭 中薗修二 副本部長（情報収集等） 

事務職員 井上純子 安全点検・消火班長 兼 

応急復旧班長 兼  

避難所支援班長 

              

委員 教務主任(首席) 川端集 
安全管理担当 

・施設・設備の安全点検 

・防災教育（防災訓練）担

当 

・推進計画、指導計画の作 

 成 

安否確認・避難誘導班長 兼

保護者連絡班長 

委員 防災教育担当 

学校安全担当 

長田裕子 

川端集 

 

委員 生徒指導主担者 小幡拓史 

委員 養護教諭 三浦江美子 救急担当 

応急処置研修等の実施 

救急医療・救護班長  

 

委員 その他職員 

 

  8 学校災害対策本部編成表

を参照のこと 
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２ 防災教育年間計画 

 

＜ねらい＞   

「自他の生命を尊重し、災害発生時に適切に判断し、主体的に行動できる児童の育成」 

低学年：身の回りの災害について知り、近くの大人に従うなど、安全で適切な行動がとれるよう

にする。 

中学年：地域の自然や災害について知り、自ら安全で適切な行動がとれるようにする。 

高学年：我が国の自然や災害のメカニズムについて知り、様々な場面に応じて自ら安全で適切な

行動とれるようにする。また、他の人々の安全にも気配りできるようにする。 

 

月 行事・訓練等 防災管理・組織活動 

４  第 1 回校内防災委員会 

教職員研修（危機管理対応） 

ＡＥＤ点検 

５  教職員研修(不審者対応) 

ＡＥＤ点検 

危険個所確認 

６  防災安全点検 

教職員研修(救命講習) 

ＡＥＤ点検 

７  ＡＥＤ点検 

８  地域との協議会 

ＡＥＤ点検 

９  ＡＥＤ点検 

１０  ＡＥＤ点検 

１１  ＡＥＤ点検 

１２  地域防災訓練 

ＡＥＤ点検 

 １  ＡＥＤ点検 

 ２  第 2 回校内防災委員会 

ＡＥＤ点検 

 ３   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年
間
行
事
計
画 

安
全
・
避
難
訓
練
に
準
じ
る 
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３ 災害時配備体制（休日・夜間時） 

 

配備区分 配備時期 体制 教職員配置と対応 

 

 

1 号配備 

2 号配備 

（警戒体制） 

 

 

災害発生のお

それまたは小

規模の災害が

発生したとき 

 

枚方市域で 

震度５（弱） 

指示により避難所設置 

（避難所派遣職員２名） 

     

学校園 ２名 

＜教職員＞校長・教頭（避難所派遣職員）     

＜対応＞ 

① 施設設備の被害の確認と報告   

教頭→校長→枚方市役所（施設整備室） 

    ↑↓ 

   （避難所派遣職員） 

② 授業の有無決定と市教委・児童保護者へ報告 

 

 

 

３号配備 

（特別警戒体制）  

 

中規模の被害

の発生又はそ

のおそれのあ

る場合 

 

 

枚方市域で 

震度５（強） 

 

指示により避難所設置 

（避難所派遣職員２名） 

学校園  25％（5 人） 

 

＜教職員＞校長・教頭（避難所派遣職員） 

首席・生徒指導主担者・副主査 

＜対応＞ 

① 施設設備の確認と報告   

教頭→校長→枚方市役所（施設整備室） 

   ↑↓ 

  （避難所派遣職員） 

② 状況により児童の安否確認・授業有無の決定 

（担任→）首席→教頭→市教委 

        （児童生徒支援課・教育指導課） 

 

 

 

 

４号配備 

（非常体制） 

 

 

大規模の被

害の発生又

はそのおそ

れがある場

合 

 

 

枚方市域で 

震度６（弱） 

以上 

避難所自動設置 

（避難所派遣職員２名） 

 

全職員 

 

＜教職員＞全教職員が配置 

 

＜原則＞学校に出勤 

＜出勤できない場合＞ 

 ・途中の情報を持って最寄りの機関・学校等へ

仮配備し、学校長に報告・指示を受ける 

 

＜対応＞ 

① 教職員の安否被害確認 

  連絡網→校長→市教委（児童生徒支援課） 

②  児童の安否確認・授業有無の決定 

  担任→学年主任→校長（教頭）→市教委 

        （児童生徒支援課・教育指導課） 

③ 施設設備の被害確認と報告 

各室管理者→教頭→校長→枚方市役所 

↑↓  (施設整備室） 

     避難所派遣職員 
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４ 教職員の緊急連絡体制（休日・夜間時） 

 

 令和５年度 職員連絡網を活用する。 

 

                 

○連絡方法について 

・連絡がとれない場合は、次の人に連絡をして、各列の先頭にその人物を報告する。 

・最後の人は各列の先頭に、連絡が来たことを報告する。各列の先頭は副本部長に、副本部長は本部長 

に連絡する。職員にメール配信をする。 

 

＜通信手段を失った場合＞ 

① 公衆電話  
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５ 児童の安否確認・連絡体制（休日・登下校時・夜間時） 

 

 

＜地震発生の場合＞ 

震度 安否確認 連絡手段 

震度４以下 ×行わない × 

震度５弱 △被害状況により校長判断 連絡手段順位 

①電話連絡、ミルメール 

②家庭訪問 

③避難所訪問 

震度５強以上 ○全員行う 

  

 

＜安否確認時の内容＞ 

○児童及び家族の安否・けがの有無 

○被災状況（児童生徒等の様子・困っていることや不足している物資等） 

○居場所・今後の連絡先・連絡方法  等 

 

【緊急下校時の児童下校先カード ※学校保管 】 

B.緊急下校する場合の児童の下校先について 

台風や熱帯低気圧等により、枚方市、東部大阪、もしくは大阪府に「特別警報」「暴風(雪)警報」が、

また、枚方市に「洪水警報」が発令された場合、緊急に下校させなければならないことも予想され

ます。 

尚、震度５以上の地震の場合は、全児童を保護者に引き渡すように決められています。 

下記内容にご記入ください。 

 

該当の番号に、必ず一つだけ○印をし、内訳を記入して下さい。 

１.自宅で待機できるので集団下校する。（家族が在宅、または、本人が鍵を持っている。） 

 

２. 自宅のすぐ近くの方にお願いしているので、集団下校する。 

 自宅のすぐ近くの方のお名前（                  ） 

住所（                      ）  

電話番号（             ） 

 

３.学校で、迎えを待つ。 

（留意事項）※すべて児童だけでの下校はさせません。 

※  集団下校の時には、地区担当の教師が送ります。家に入れないときなどには、学校に連れ

て帰ります。その後、連絡を致します。必ずお迎えをお願いします。 

※  ２．に○をされた方は、通常の登校班で一緒に送ります。必ずお迎えをお願いします。 

※  ３．に○をされた方は、集団下校後連絡します。必ずお迎えをお願いします。 

 

（   ）地区 （  ）班  担当教師（          ） 

 

 

 

 



15 

 

６ 施設設備等の安全管理 

 

（１）施設設備等の安全点検 

 

 ①定期の安全点検 

・施設管理責任者（火元責任者）一覧による毎月（毎学期）の安全点検と併せて、 

防災点検を毎年 ６月、１２月に実施する。（参考資料２：点検カード） 

②臨時の安全点検 

 ・児童会行事・運動会等の学校行事の前後、暴風雨・地震・近隣での火災等の災害時に必要に応

じて実施する。 

  ・安全性に関する新たな知見が示された際など、教育委員会施設担当課の指示に従い実施する。 

 ③日常の安全点検 

  ・毎授業日ごとに児童生徒等が最も多く活動を行うと思われる箇所について点検を実施する。 

  ・施設を日常的に使用する者として日々活動する中で施設設備の不具合を見つけ危険箇所の把握

に努める。  

④避難経路・避難場所・通学路危険箇所の点検 

  ・校内避難経路の点検 

定期の防災点検日 ６月・１２月に併せて、点検を実施する。 

  ・校外避難場所、避難経路、通学路危険箇所の点検 

定期に行われる通学路点検 ６月に併せて実施する。   

 ⑤その他（学校施設設備の状況整理） 

  ・校舎図・電気配線図、水道配管図、電話配線図等の整理（担当：事務職員） 

    

（２）安全対策の実施 

・施設設備の安全点検後の対策については、ロッカー、棚などの固定、書棚等の上に重量物を置かな

い、薬品の容器等の飛び出し防止対策等、学校で可能な対策についてはすみやかに実施する。 

 

（３）非常持ち出し品・備蓄品の点検 

・別表（参考資料３：非常持ち出し品・備蓄物品管理表）に基づき、毎年 ６月に点検を実施する。    
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＜参考資料３＞ 非常持ち出し品・備蓄物品管理表 

○非常持ち出し品（発災後、すぐに避難場所へ持ち出す物品）   

品名 持ち出し責任者 確認日 

持ち出し品一式 

  防災マニュアル、教職員、児童等連絡名簿、児童緊急下校先

及び引き渡しカード、地区班名簿、携帯電話、ハンドマイク、

ホイッスル、乾電池、学校敷地図、マスターキー、トランシ

ーバー、懐中電灯、緊急活動日誌 

①教頭 

②教務主任 

③事務職員 

 

救急用品一式 ①養護教諭 

②事務職員 

 

出席者名簿 担任（授業担当者） － 

 

○備蓄物品管理表 

※校内にある備蓄品及び必要物品を一覧にし、まとめておきましょう。 

  備蓄品名 数量 保管場所 使用期限 管理責任者 確認日 

 

救

急

・

救

助

用

品 

救急医薬品      

救急用品一式      

AED １ 職員室前  教頭 毎月 

担架 １ 保健室  養護教諭 毎月 

車いす １ 職員用 

女子更衣室 

 養護教諭 毎月 

毛布      

ハンマー      

のこぎり      

バール      

通

信

用

備

品 

等 

ラジオ      

トランシーバー      

携帯電話      

乾電池      

      

      

誘

導

用

備

品 

等 

ハンドマイク      

軍手      

ロープ      

投光器      

ホイッスル      

      

飲

食

用

品 

水      

非常食料      

      

      

そ

の

他 

バケツ      

簡易トイレ      

ブルーシート      

嗜好品（おもちゃ等）      
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７ 災害時別対応行動 

 地震発生時の対応 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童等の安全確保 

避難場所決定と 

指示 

揺れがおさまる 

避 難 誘 導 

避難後の対応 

保護者への連絡 

保護者への引き

渡し 

・頭部を保護 

・机の下にもぐり、机の脚を
しっかりと持つように指
示 

・出口の確保（窓・出入り口
の開放など） 

・火災など二次災害の防止 

・安全が確認できるまでその
場を動かないように指示 

・津波・土砂災害等の危険地
域の学校は、情報を収集し
素早く対応 

・避難経路・避難場所の安全
確認 

・ハンドマイク等での避難指
示 

 

・「おさない、はしらない、

しゃべらない、もどらな

い」を徹底 

・配慮を要する児童等への対
応 

・トイレ、教室、体育館等に
児童等が残っていないか確
認 

・人員を確認、安全な位置に

誘導し、落ち着かせる 

・津波警報等により、二次避

難場所への移動も考える 

・人員点呼と安否の確認 

・負傷者の確認と応急手当 

・関係機関への連絡 

 

・避難誘導、負傷者
搬送などの教職
員の協力・連携 

・出席簿の携帯（児
童等の確認） 

 

教職員の対応 
児童等への対応・留意点 

・保護者と連絡がとれない
場合は学校で保護 

・引き渡しカードを準備 

・机の下にもぐるな

ど姿勢を低くし、

頭部及び上半身を

保護する 

全校避難の指示 

・津波の危険地域の

学校は、高台や校

舎の最上階へ 

・その他は、運動場

へ 

学校等災害対策

本部の設置・対応 

（１）①在校中の対応 

地震発生！ 

二次災害注意！ 

各学校等の立地条件

や耐震性により避難

場所を設定しておく 

 

事前に開放禁止区域

を決め、教職員で共通

理解しておく 

津波発生の危険 

避難所運営支

援・教育再開 

・避難者の受け入れ・誘導 

・救命措置 

・避難者への情報伝達 

・教育委員会、対策本部と
の連絡  

・ 

 

・保護者とともに帰宅 

・災害の状況により 

 学校への待機を継 

 続する 
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・頭部を保護 

・机の下にもぐり、机の脚
をしっかりと持つように
指示 

・出口の確保（窓・出入り
口の開放など） 

・火災など二次災害の防止 

・人員点呼と安否の確認 

・負傷者の確認と応急手当 

・関係機関への連絡 

 

避難場所決定と 

指示 

避 難 誘 導 

避難後の対応 

・あらかじめ定められた校
内の各所に赴き、児童等
へ安全確認できるまでそ
の場を動かないように指
示 

・近隣の教職員と連携をと
りながら児童等の集団編
成や避難経路・避難場所
の安全確認 

・ハンドマイク等での避難
指示 

保護者への連絡 

保護者への引き

渡し 

・「おさない、はしらない、し
ゃべらない、もどらない」
を徹底 

・配慮を要する児童等への対
応 

・トイレ、教室、体育館等に
児童等が残っていないか確
認 

・人員を確認後、順次、学級

担任へ引き渡す。 

・津波警報等により、二次避

難場所への移動も考える 

教職員の対応 

・避難誘導、負傷者
搬送などの教職員
の協力・連携 

・出席簿の携帯（児
童等の確認） 

児童等への対応・留意点 

・保護者と連絡がとれない
場合は学校で保護 

・引き渡しカードを準備 

学校等災害対策

本部の設置・対応 

・机の下にもぐるな

ど姿勢を低くし、

頭部及び上半身を

保護する 

・パニックをおこさ

ないように声をか

けて安心させる 

（２）休憩中の対応 

全校避難の指示 

・津波の危険地域の

学校は、高台や校

舎の最上階へ 

・その他は、運動場

へ 

地震発生！ 

二次災害注意！ 

避難所運営支

援・教育再開 

事前に開放禁止区域

を決め、教職員で共通

理解しておく 

・保護者とともに帰
宅 

・災害の状況により 

 学校への待機を継 

 続する 

津波発生の危険 

・避難者の受け入れ・誘導 

・救命措置 

・避難者への情報伝達 

・教育委員会、対策本部と 

の連絡  

・ 

 

揺れがおさまる 

児童等の安全確保 
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教職員の対応 

安 全 確 保 

 

児童等の 

安否確認 

校内巡視 

 

通学路巡視 

 

自宅確認 

 

関係機関への報告 

 

・校内に残っている児童

等の避難誘導、安否確

認 

児童等の対応・留意点 

・保護した児童等の家庭

への連絡 

・家庭と連絡がとれない

場合は学校で保護 

・姿勢を低くし、頭部

及び上半身を保護す

る        

・建物、ブロック塀、

窓ガラス、自動販売

機等から離れる 

・可能な限りで通学路を

巡回しての児童等の安

否確認 

・避難所や留守家庭児童

会等も確認する 

児童等に関する情報

の集約 

・揺れがおさまったら、

近くの空き地や公園

に避難する 

・海岸部や津波被害の

危険性がある地域で

は、高台や十分な強

度のある建物の３階

以上へ避難する      

・山間部では、平地へ

ゆっくり移動する 

児童等の家庭への引き渡し 

・避難後、学校、自宅

の近い方へ移動する 

・津波警報が出た場合、

解除されるまで避難場

所を動かない 

避  難 

（３）①登下校中の対応 

地区児童会ファ

イルの名簿を作成

しておく 

地地震震発発生生！！  

二二次次災災害害等等注注意意！！  

揺れがおさまる 
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児童等の安全確保 

 

・揺れがおさまったら、場所

によって情報を集めなが

ら、安全な場所へ避難の指

示 

・海岸部や津波被害の危険性

がある地域では、速やかに

高台や十分な強度のある

建物の３階以上へ避難 

・児童等の不安を取り除く声

かけ 

・人員の確認 

・負傷者の確認と応急手当 

 

・学校等は保護者へ状

況を連絡する 

・学校等への状況報告 

・所長、園長、校長からの指

示を受ける 

教職員の対応 
 児童等への対応・留意点 

・乗り物に乗車中の場

合は、乗務員の指示

に従う 

・施設利用時は係員の

指示に従う 

・山間部では、平地へ

ゆっくり移動する 

・状況に応じて、地域

の方に助けを求め

る 

学校等への連絡 

・状況の把握と的確な指示 

・倒壊物、落下物への注意・

指示 

・乗り物に乗車中の場合は、

乗務員の指示に従う 

・施設利用時は係員の指示に

従う 

 

避 難 誘 導 

（４）校外での活動時の対応 

★あらかじめ確認する

こと 

 

・その地域の避難場所等

の必要な情報 

・家庭、学校等への連絡

方法 

 

地震発生！ 

二次災害注意！ 

放課後の運動場

開放中に地震が

発生した場合も

想定 

・姿勢を低くし、頭

部及び上半身を保

護する        

・建物、ブロック塀、

窓ガラス等から離

れる 

・パニックをおこさ

ないように、声を

かけて安心させる 

揺れがおさまる 
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教職員等の対応 

学校等へ参集 

（教職員） 

児童等の 

安否確認 

自宅等での 

確認 

避難所等の 

確認 

児童等に関する

情報の集約 

 

・教職員の安否確認 

・災害や被害の状況によ

り、全員学校等に集合

（震度６弱以上など）  

児童等の対応・留意点 

・身を低くし、頭部及

び上半身を保護する 

・地区別児童等名簿を作

成しておく 

・担任及び地区担当教員

による確認 

校内施設の被害

状況確認 

 

関係機関への報告 

 

安 全 確 保 

 

・指定されている場所

へ避難する 

・津波注意報・警報が

発令された場合や海

岸部や津波被害の危

険性がある地域で

は、高台や十分な強

度のある建物の３階

以上へ避難する 

 

避  難 

（５）休日・夜間の対応 

 

児童等の安否に関する学校等への連絡について、事前

に各家庭と申し合わせておく 

地地震震発発生生！！  

二二次次災災害害注注意意！！  
揺れがおさまる 
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８ 学校災害対策本部編成表 

校長不在の場合の本部長代行 ①教頭 ②教務主任(首席) 、事務職員 

分担 担当者名 役割 準備物 

対策本部 

 

 

本部設置場所 

＜火災の場合＞ 

校長室 

＜地震の場合＞ 

  校長室 

＜風水害・ 

津波の場合＞ 

 ３階図工室 

 

本部長 校長  

副本部長 教頭  

班長 教務主任 

事務職員  

    養護教諭 

※校長不在の場

合の本部長代行

を２名以上決め

ておく 

※記録や情報収

集など詳細な分

担も決めておく 

・各班との連絡調整 

・非常持出し品の搬出 

・校内の被災状況把握 

・記録日誌、報告書の作成 

・校内放送等による連絡や指示  

・応急対策の決定  

・教育委員会，市町村，ＰＴＡ等との

連絡調整，報告  

・消防署等への通報，報道機関等との

連絡，対応・情報収集 

防災マニュアル、 

教職員・児童名簿、 

児童緊急時下校先、 

地区班名簿、 

学校敷地図、ラジオ 

ハンドマイク、懐中電灯、 

緊急活動の日誌、 

トランシーバー、 

携帯電話、 

マスターキー、 

ホイッスル、 

乾電池 

 

分担（班） 担当者名 役割 準備物 

安全点検 

消火班 

班長：事務 

副班長：校務員 

支 援 担 任 １ ・

２・３ 

・初期消火，安全点検  

・避難，救助活動の支援  

・被害状況の把握  

・施設等の構造的な被害程度の調査及

び本部への報告 

消火器・ヘルメット 

ラジオ・道具セット 

手袋・被害調査票 

 

 

応急復旧班  ・被害状況の把握  

・応急復旧に必要な機材の調達，管理  

・危険箇所の処理及び立入禁止措置  

・避難場所の安全確認  

被害調査票 

ヘルメット 

構内図 

ロープ 

避難所支援

班 

 

 ・市町村及び関係する地域自主防災組

織等と連携し，学校が避難所となっ

たときの避難所運営支援  

ラジオ・バリケード・ 

ロープ・校内配置図 

避難者への指示看板 

安否確認 

避難誘導班 

 

 

 

班長：首席 

副班長：防災教

育担当 学校安

全担当     

担任（年次主任） 

・揺れがおさまった直後に負傷の程度

を的確に把握し，本部に報告  

・安全な避難経路を使っての避難誘導  

・行方不明の児童生徒等，教職員を本

部に報告 

クラス出席簿 

行方不明者の記入用紙 

 

 

 

保護者連絡

班 

支援Ｃｏ ・連絡手段の検討・決定  

・引き渡し場所の指定  

・児童生徒等の引き渡し作業  

・引き渡しの際の身元確認  

引き渡しカード・出席簿 

集合場所配置図 

救急医療班 班長：養護教諭  

副班長：少人数 

支援担・非常勤

講師 

・応急手当の実施  

・応急手当備品の確認  

・負傷や応急手当の記録  

・負傷者等の医療機関への送致・連絡  

応急手当等の備品 

ＡＥＤ・担架・水 

健康カード 

マスク 

 救護班  ・負傷者の救出，救命  

・負傷者や危険箇所等の確認及び通報  
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９ 災害発生時における被害報告及び緊急連絡先 

 

（１）教育委員会への報告 

 

・報告は、被害状況を速やかに市教委担当課へ電話連絡するとともに、予め定められた様式をＦ 

ＡＸで提出する。 

・電話、ＦＡＸが利用できない場合は、緊急電話または、メール等で報告する。 

 

 報告内容 担当 ② 属電話番号 

②ＦＡＸ 

災害時等緊急電話番号

（ＰＨＳ） 

教職員の人身被害 学校教育部 

学校教育室 

教職員課 

TEL：050-7105-8040 

FAX：072-851-2172 

 

 

 

 

 

災害時等緊急電話を

設置しているので、番

号を確認のこと。 

児童生徒の人身被害 学校教育部 

教育支援室 

児童生徒支援課 

TEL：050-7105-8048 

FAX：072-851-2187 

臨時休業等措置状況 学校教育部 

学校教育室 

教育指導課 

TEL：050-7105-8052 

FAX：072-851-2187 

施設に関する被害 都市整備部 

施設整備室 

 

TEL：050-7105-8216 

FAX：072-851-1711 

学校給食物資 総合教育部 

おいしい給食課 

 

TEL：050-7105-8030 

FAX：072-851-1744 

応急救護、保健衛生対策、

教科書等の被害 

学校教育部 

教育支援室 

学校支援課 

TEL：050-7105-8043 

FAX：072-851-2187 

児童生徒への対応 

（心のケア等） 

学校教育部 

教育支援室 

児童生徒支援課 

TEL：050-7105-8048 

FAX：072-851-2187 

 

 

（２）関係機関連絡先 

連絡先 電話番号 ＦＡＸ 

枚方市役所危機管理室 ０７２－８４１－１２７０ ０７２－８４１－３０９２ 

枚方消防署 ０７２－８５２－９９３３  

枚方消防署渚出張所 ０７２－８５２－９８２９  

枚方水道局 ０７２－８４８－５５１１  

大阪ガス・ガス漏れ通報専用 ０１２０－５－１９４２４  

関西電力枚方営業所 ０８００－７７７－８８１０  

枚方市休日急病診療所 ０７２－８４５－２６５６  

北河内夜間救急センター ０７２－８４０－７５５５  

市立枚方病院 ０７２－８４７－２８２１  

枚方市保健所 ０７２－８４５－３１５１  
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１０ 児童の保護者への引き渡し 

 

（１）引き渡し基準 

 

地震 

※学校を含む地域の

震度が基準 

震度４以下 異常がなければ授業を再開する。 

 

震度５弱以上 保護者が引き取りに来るまで学校に待機させる。 

 

 

津波 

 

津波警報 

大津波警報 

解除されるまで下校させない。 

保護者への引き渡しも行わない。 

その他 

（二次災害） 

 

河川氾濫、建物倒

壊による通学路

の危険 

引き渡し、下校の安全確保が困難な場合は、校長判断により、

児童を学校に待機させる。 

 

（２）引き渡し方法 

 

○ 引き渡しの原則    

震度４以下 異常がなければ、授業を再開する。 

震度５弱以上 保護者が引き取りに来るまでは、児童を学校で保護しておく。 

 

○ 引き渡し手順 

   ①引き渡し場所の決定  

②引き渡しカードの準備・児童を待機場所へ（担任等） 

③保護者対応 ・保護者誘導 

・引き渡し説明 

④引き渡し  ・カードの照合 

       ・引き渡し（連絡先の確認・名簿へのチェック） 

       ・今後の連絡等 

⑤引き渡した児童の集約と教育委員会への報告 

⑥残った児童の保護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

１１ 避難所運営支援体制 

（１）避難所運営支援の流れ            校区コミュニティと協議 

○避難所の開設（解錠） 

   ＜休日・夜間の場合＞  

① 校区コミュニティ会長（自治会長）②避難所派遣職員 ③校長（教頭） 

＜平日の場合＞ 

① 校区コミュニティ会長（自治会長）②避難所派遣職員 ③校長（教頭） 

 ④首席 ⑤防災教育担当兼学校安全担当 

  

 ○避難所開設の報告 

    校長→教育委員会（連絡先：教育政策課 050-7105-8018） 

 

 ○（避難所指定されている場合）○枚方市災害対策本部（連絡先：枚方市役所 072-841-1221） 

               避難所運営担当者（市民安全部市民室）（連絡先：072-841-1309） 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学校機能再開のための準備 
 

日常生活の回復 

避難所機能と学校機能の同居 

自治組織の立ち上げ・確立 

（地震発生）児童生徒の安全確保 

地域住民等の学校への避難 

避難所の開設 

避難所の管理・運営 

・施設設備の安全点検 

     （使用不可の判断） 
・教育委員会への報告と災害対策本部との 
 連絡 

・開放区域の明示 
 

・駐車場を含む誘導 等 
・名簿作成（受付） 
・水や食料等の確保 

・備蓄品の管理と仕分け、配付等 
・衛生管理整備 

・自治組織への協力 

・ボランティアとの調整 
・要援護者への協力  等 
 

施設設備の被災状況の点検 

避難者受け入れ準備 

 

避難所機能の解消と学校機能正常化 
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（２）避難所運営支援をする場合の役割分担     校区コミュニティと協議 

班名 担当者名 役割 

総括班 班長 生徒指導主担者  
副班長○○ 

各班の取りまとめ、避難所記録、地域との連携連絡、
避難所内外の情報収集と発信、 

安全点検・巡視班 ○○ 
○○ 

施設設備の点検、立入禁止区域の設定、避難者誘導・
交通整理、防火防犯警備 

避難者管理班 ○○ 
○○ 

避難者受付（避難者名簿管理等）、問い合わせ対応 

郵便物・宅配物の取り次ぎ 

食料物資班 ○○ 
○○ 

食料、物資の調達、受入、管理 

配給 

保健・衛生班 ○○ 
○○ 

衛生管理、ゴミ、風呂、トイレ 

掃除、医療介護 

ボランティア班 

 

○○ 

○○ 

ボランティアの受入・管理 

  

  

（３）学校が避難所になった場合の収容場所と収容人数・禁止場所区域 

 校区コミュニティと協議 

収容場所 収容人数 立ち入り禁止場所 理由 

体育館 １００人 校長室 学校運営 

図工室（３階） ３０人 職員室 学校運営、災害対策本部室 

多目的室（１階） １０人 放送室 放送機材 

  理科室 薬品等 

  家庭科室 炊き出しに使用 

  2 階以上教室 授業再開用確保 

  保健室 薬等・けがの手当て 
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＜その他参考資料＞ 

         

災害時（大地震発生時）アクションカード 

        担 任 用 

氏  名 場  所 役   割 

 

○○○ 

 

１－１教室 

安否確認・避難誘導班 

避難者誘導班 

一次避難場所 二次避難場所 ＜連絡先＞学校（          ） 

校長   （          ） 

教頭   （          ） 

学年主任 （          ） 

 

グラウンド 

 

○○神社 

                    （例）各自考えられる行動を記入しましょう。                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

保護者への引き渡し 

児童の安全確保 

避難誘導 

避難後の対応 

保護者への連絡 

避難所運営支援 

＜授業時＞・「机の下に隠れろ」「頭を守れ」などの指示 
・出口の確保 
・避難場所等の指示を明確に伝える。 

＜授業外＞ 

＜授業時＞・「おさない はしらない しゃべらない も
どらない」の指示 

     ・ 

＜授業外＞ 
 
＜授業時＞ 
 
＜授業外＞ 

＜伝える内容＞ 
・ 

・ 
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災害時（大地震発生時）アクションカード 

       管 理 職（校長・教頭）用 

氏  名 場  所 役   割 

 

○○○ 

 

校長室（職員室） 

職員等安否確認・情報収集・避難場所指示 

災害対策本部の設置 

一次避難場所 二次避難場所 ＜連絡先＞学校（          ） 

校長（教頭 ）  （        ） 

○○教育委員会  （        ） 

○○市災害対策本部（        ） 

 

 グラウンド 

 

 ○○神社 

                    （例）各自考えられる行動を記入しましょう。                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策本部の設置

保護者への引き渡し 

教職員等安否確認 

情報収集・避難経路確認 

避難場所指示 

安否確認・被害状況の収集 

避難所運営支援 

・ 
・ 

・ 

・ 

・ 
・ 

・ 
・ 

 

・ 

・ 

 

 

・ 

・ 

 

保護者への引き渡し 
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